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～ 13 名の議員が市政を問う～

伊
い

 藤
と う

 憲
の り

 義
よ し

質
　

本
市
観
光
の
要
で
も
あ

る
観
光
協
会
の
将
来
の
展

開
と
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

へ
の
飛ひ

躍や
く

の
内
容
に
つ
い

て
伺
う
。

　

財
政
基
盤
の
確
立
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中

で
、
持
続
可
能
な
観
光
施

策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

で
す
。

　
「
観み

る
観
光
」
か
ら
、

「
交
流
・
体
験
す
る
観
光
」、

い
わ
ゆ
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ

と
転
換
を
図
り
、
日
本
ジ

オ
パ
ー
ク
の
認
定
に
向

け
、
ジ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

事
業
を
本
格
的
に
実
施

し
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
浸し

ん

透と
う

さ
せ
、
観
光
の
ビ
ジ
ネ
ス

化
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま

す
。 答

産
業
経
済
部
長

※
そ
の
他
の
質
問

・
周
辺
町
の
対
策
は

　

本
市
の
活
力
を
維
持
さ

せ
る
た
め
や
、
地
域
産
業

の
基
盤
づ
く
り
の
た
め
に

も
、
企
業
誘
致
を
積
極
的

に
進
め
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

　

そ
こ
で
、
次
の
３
点
を

伺
う
。

　

①
現
状
の
取
り
組
み
は
。

　

②
本
市
に
与
え
る
メ
リ
ッ

ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

　

③
空
き
地
や
空
き
校
舎
の

有
効
利
用
の
考
え
は
。

答
企
画
部
長

企
業
誘
致
を
積
極
的
に
進
め
よ

〜 

本
市
の
施
策
の
柱
と
し
て
取
り
組
む 

〜

　

①
中
九
州
横
断
道
路
の

部
分
開
通
に
よ
る
交
通
ア

ク
セ
ス
の
向
上
や
光
ケ
ー

ブ
ル
の
敷ふ

設せ
つ

な
ど
の
立
地

環
境
も
Ｐ
Ｒ
し
な
が
ら
、

進
出
企
業
本
社
な
ど
へ
訪

問
し
、
工
場
跡
地
情
報
の

提
供
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

②
メ
リ
ッ
ト
は
、
法
人

市
民
税
お
よ
び
雇
用
や
所

得
の
向
上
が
期
待
で
き
る

こ
と
か
ら
、
自
主
財
源
の

確
保
が
で
き
る
こ
と
が
挙

質

げ
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、

既
存
の
中
小
企
業
の
経
営

を
圧
迫
す
る
こ
と
や
、
地

域
経
済
の
安
全
性
を
脅お

び
や

か

す
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

③
一
般
的
な
企
業
誘
致

の
観
点
か
ら
は
、
条
件
的

に
不
利
な
要
素
で
は
あ
り

ま
す
が
、
６
次
産
業
化
を

図
る
企
業
な
ど
へ
、
情
報

提
供
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必

要
性
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

観光協会の将来と展望は

～ 持続可能な観光施策を推進 ～
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①
各
中
学
校
の
受
験
生

数
は
、
三
重
87
人
、
清
川

３
人
、
緒
方
13
人
、
朝
地

８
人
、
大
野
11
人
、
千
歳

５
人
、
犬
飼
５
人
、
合
計

１
３
２
人
で
、
全
中
学
生

の
37
・
５
％
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

②
本
年
１
月
か
ら
、「
三

重
総
合
高
校
を
育
て
る
会

一　般　質　問

赤
あ か

 嶺
み ね

 謙
け ん

 二
じ

三重総合高校の支援を

三重診療所の廃止は

～ 支援組織の結成を協議 ～

～ 県にも責任の一端 ～

質
　

市
内
に
は
た
っ
た
一
つ

し
か
な
い
高
校
と
な
り
、

市
民
に
と
っ
て
も
大
事
な

宝
物
で
あ
る
。

　

も
っ
と
応
援
す
べ
き
と

の
観
点
か
ら
、
次
の
３
点

を
伺
う
。

　

①
市
内
各
中
学
校
の
三

重
総
合
高
校
へ
の
受
験
生

数
と
比
率
は
。

　

②
現
在
の
支
援
組
織
の

状
況
は
。

　

③
市
民
の
支
援
意
識
の

向
上
に
つ
い
て
、
市
の
考

え
は
。

答
教
育
長

（
仮
称
）」の
立
ち
上
げ
を
、

高
校
側
と
市
で
連
携
し
た

協
議
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

③
奨
学
金
・
入
学
準
備

金
貸
付
制
度
の
周
知
を
図

る
と
と
も
に
、
中
学
校
へ

の
情
報
提
供
や
出
前
授
業

の
受
け
入
れ
な
ど
、
引
き

続
き
、
連
携
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

質
　

今
回
の
廃
止
の
責
任
は
、

市
よ
り
も
県
に
あ
る
と
思

う
。

　

補
助
金
返
済
の
話
な
ど
、

も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
経
過
を
踏
ま

え
、
市
は
毅き

然ぜ
ん

と
し
た
態

度
で
県
と
向
き
合
う
べ
き

で
は
。

　

医
師
確
保
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要

因
で
あ
り
、
病
院
統
合
に

関
す
る
基
本
協
定
書
第
９

条
に
は
、
県
と
市
が
共
同

で
全
力
を
あ
げ
て
取
り
組

む
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
今
回
の
廃
止
に
つ

き
ま
し
て
は
、
県
に
も
そ

の
責
任
の
一
端
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

答
市
長

※
そ
の
他
の
質
問

・
職
員
懲
戒
審
査
委
員

会
に
つ
い
て

・
大
衆
浴
場
、
三
重
温

泉
の
閉
鎖
に
つ
い
て




